
様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

(第 1面)

産業廃棄物処理計画書

令不日6年  6月  3日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所 長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地

氏 名 柴崎建設株式会社

代表取締役  柴崎 優

電話番号 0957-78-2685

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 柴崎建設株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県雲仙市国見町土黒丙434番地

計 画 期 間 令不日6年 4月 1日 令和 7年 3月 31日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

① 事 業 の 種 類 総合建設業

② 事 業 の 規 模 完成工事高 899百 万円

③ 従 業 員 数 32名

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

コンクリー トがら。アスファル トがら

再生処理事業者に委託して再生資源化

紙くず 。木くず等

再資源施設へ処理委託

(日



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

① 現状 (これまでに実施 した取組)

マニフェス ト伝票の管理の徹底

処理業者へ委託する場合、収集運搬から処分に至るまでの

確認を的確に管理する

【目標】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

(今後実施する予定の取組)

②計画

マニフェス ト伝票の管理の徹底

処理業者へ委託する場合、収集運搬から処分に至るまでの

確認を徹底させる

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状
各作業所において、産業廃棄物の分別の徹底を図る

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

②計画
各作業所において、産業廃棄物の分別の必要性を再度認識させる



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施 した取組)

実施 していない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

実施予定なし

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
t t

(こ れまでに実施した取組)

実施 していない

【日標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)

②計画

実施予定なし



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施した取組)

実施 していない

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

実施予定なし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

委託基準に従つて、産業廃棄物を委託できる業者を選定し、

書面による契約を実施 している



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量 t t

t t

t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

再生利用、熱回収が可能である廃棄物は、再生利用、熱回収が

できる業者へ委託する

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



兄 (産業廃棄物の種類:コンクリートがら  )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

QD      3188.44

有償物量

不要物等発

実績値

3188.44

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熟回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:アスファルトがら  )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

有償物量

排出量

657.13①

不要物等発生

実績値

657.13

0

0

0

項 目

①〕F出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熟回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



窯施状況 (産業廃棄物の種類 :その他がれき類  )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

有償物量

排出量

0,888①

不要物等

実績値

0.888

0

0

0

項 目

①排出量

②キ③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熟回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面



状 況の (産業廃棄物の種類:ガラスB陶磁器くず )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良
~認
定

処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した豊

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量排出量

0①

有償物量

不要

実績値

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

③熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:廃プラスチック類  )

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

排出量

10.98①

有償物量

不要物等発生

実績値

10.98

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



祀の (産業廃棄物の種類:金属くず )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

有償物量

排出量

2.99①

不要物等

実績値

2.99

0

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面



(産業廃棄物の種類:混合 (管理型)  )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

0.34①

不要物等発生

実績値

0.34

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類:石綿 )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0.62①

有償物量

排出量

不要物等発生

実績値

0.62

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



I (産業廃棄物の種類:建設汚泥 )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

①のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量
自ら中間処理した

後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

自ら直接
再生利用した量

②

有償物量

排出量

2.62①

不要物等

実績値

2.62

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熟回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



六況 (産業廃棄物の種類:紙くず )

①のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0.6
①

有償物量

排出量

不要物等発生

実績値

06

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③十③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

①全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



已 (産業廃棄物の種類:木くず )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

⑫

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

790.4①

不要物等発生

実績値

790.4

0

0

0

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

①全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

⑬熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



太況 (産業廃棄物の種類:繊維くず )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

0①

有償物量

排出量

不要物等発生

実績値

0

0

0

0

項 目

①排出量

②十③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

②自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

（
第

２
面

）



(産業廃棄物の種類 :廃石膏ボード   )

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

①のうち熱回収認定
業者への処理委託量

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

直接及び自ら
中間処理した後の

処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

自ら直接処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した
後の残さ量

自ら中間処理によ
り減量した量

自ら直接
再生利用した量

②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

自ら中間処理
した量

④のうち熱回収
を行つた量

有償物量

排出量

0①

不要物等発生

実績値

0

0

0

O

項 目

①排出量

②+③
自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量し
た量

③+③自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への
処理委託量

⑫再生利用業者への処理
委託量

①熱回収認定業者への処理
委託量

①熱回収認定業者以外の
熱回収を行う業者への処理
委託量

第

２
面

）



様式第二号の人 (第人条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

皮6年 意月/沙 日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

謎基なぜ軍が鈍
5選

提出者  代表取締役 菅 野 谷  心

:: 写: :::0摯:等翠9f息

0:解ξ:ti8959
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 ゃ4櫛めれ笠野騨 た

事 業 場 の 所 在 地 撃喧際簿寸1呟ィでりT/ク 合一|

計 画 期 間 ハみ′今ど民Iβ ～ 浪7、 やДユ十日

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

ユ不,身*た とプ＼ユエ
'孝

米A浄期 、嗣梯逸判 栄
①事 業 の 種 類

しゅんくとワ サ転 (逆施ぅ見謗紫

②事 業 の 規 模

③従 業 員 数 rゞ 八

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

鯉午η解体→ゆ1〔 白み芽鸞■t不
とつ

彩 分,9とを
‰ ブ

~6612

(日 本産業規格



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

① 現状 (これまでに実施 した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

排   出  量 t t

②計画 (今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の分別に関する事項

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

①現状

②計画
(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(これまでに実施 した取組 )

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 す
Iヽ

こ

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量 ?7 t t

(これまでに実施した取組)

凛た角和ハ(堆とし∵ミ本牛身t伽れの`たノれみPμ/1く

おttて 、みそfみ為tミ 拶協Pμ戸鸞→とすみD

【目標】

産業廃棄物の種類 くちド
I

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量 ,ど『
t t

(今後実施する予定の取組)

訪姦η持て舟とH黙ケげこ絢す宅傷わの(μ先玖P摩 iミ

体t(て ↓Dドタ01残劇く滋み

'ガ

爬崎tみ 9

②計画



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物 の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施 した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

②計画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う t t

産業廃 物 の量

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 が
｀
保と彩＼

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 >F,市 、/
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

球ゑ伯砕て4ぜ
I審に所確 察鞠t歩修捜粥影業な(#卜X。みり

しく



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t
②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 乃失イ″ヽ/7

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 b/、 7
t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

粥確彦巨4‐てかtW畔写ι体〉勲察物 を舟ケて
h生

み多期多rつ十訂9み



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

① 現状

(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類
/てヮ絆2冶海粋 察好り

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 茸 t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

塚潅向γttЧ準巻としrミ″zイZtttみケみみ歩E蕉滲t【″俸協

'渉



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた t t

産業廃 物の量

(こ れまでに実施 した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

②計画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

(今後実施する予定の取組)

産業廃葉物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 掏ウた、「釘蕨 務羽
η

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 /ジ つ、テ t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

廃 辞 (牛てド準とケtk力盈卒物

"転
をドと蒻薯杉 1く 孵卜とす歩つ



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物の量

t t

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

t t

②計画

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 洗寄袖ぜ`―ド!

全 処 理 委 託 量 t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量 νア、7 t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(これまでに実施した取組)

孝浮街つ寄狩今女」尭彰しすと戸牲4削花多ケを
ドとう″霧 べ″出わο



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 れ＼
｀
な全玖

全 処 理 委 託 量 t t

t t

>γ沙汐 t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

好珍隔埠(作ど羅ケしT【 犀η胸 宅字生ど生らΣμyる 1く鍔1餘 0み θ

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 たちA477諄

全 処 理 委 託 量 t t

t t

7∂
t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

渫降絢勢併が添ιすR解修仰tttιぜ空`今″霧 FW。
み

'

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 た孫やε右肋 隼物

全 処 理 委 託 量 t t

t t

/汐    t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

浮隣 町7解げしλ繕 卑り獅 生がと孵 嗚奇移
ぜ

Wtt ρ

※事務処理欄



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 げレス 物`蒻媛群ぱ

全 処 理 委 託 量 t t

t t

}/∂
t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

泳海伸狩イ手が鰐修しrt腺奪井りと舟後
代
Fろ欅珂療芳八常レ財あみο

※事務処理欄



(第 5面)

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 た衛 ドートЧ

全 処 理 委 託 量 t t

t t

?′
t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

嗚確ぇ鶴件ど畔ししrくた準キ1宅 つ」チて
い勢鶏鯵へ徘

"'ろ

。

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量した量について、前年度の実績、日標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼去[処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



様式第二号の人 (第人条の四の五関係 )

1

産業廃棄物処理計画書

令和 6年  5月  23日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住 所   松浦市調川町下免851-11

住商エアバング・システムズ株式会社

氏 名   代表取締役 平松 達久

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

電話番号     0956279111

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第 9項の規定に基づき、産業廃乗物の減量その他そ

の処理に関する計画を作成 したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 住商エアバング・システムズ株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県松浦市調川町下免851-11

計 画 期 間 令和6年 4月 1日 ～令和7年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

エアバッグの端材 (ポ リエステル材)を フレコンバ ッグに入れる→

338名 (正社員271名 、それ以外67名 )

拍

② 事 業 の 規 模 売上高 79億円

③ 従 業 員 数

④ 産 業 廃 棄 物 の
一 連 の 処 理 の 工 委託処分 (埋 め立て)

製造業 (車用サイ ドカーテンエアバッグ製造)① 事 業 の 種 類

日
li lゴ il

・■
エ

■

Ｔ
“ 環



2

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(こ れまでに実施 した取組 )

・ポリエステル端材→設備を導入 して破砕 し、サーマル リサイクル材を

検討したが、設備費用と設備維持費がかかることから断念 した。
・ポリエステル端材→自動車用フェル ト製造会社に材料 として使用でき
ないか検討依頼→糸状に反毛加工することでフェル トにするテス トし、
コーティング量が少ない端材はリサイクルできた。

(今後実施する予定の取組 )

・コーティング量の少ないポリエステル端材を自動車用フェル ト製造会
社ヘリサイクルする。
フェル トの加工能力から、約8t/1.5ヶ 月処理ペースで年間約60tを リ

サイクルする計画。

木くず

木 くず

②計画

9 tt

①現状

9 tt

りF   出

排   出   量

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

廃プラスチック産業廃 棄物 の種類

【目標】

産業廃 棄物 の種類 _ 廃プラスチック

950

量 1,010

【前年度 (令和5 年度)実績】

(分別 している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組 )

ポ リエステル端材をコーフ
~ィ

ング付 とコーティングな しで分別 してい

る。

(今後分別する予定の産業廃秦物の種類及び分別に関する取組 )

ポ ジエステル端材のコーティング付をコーティング量で多い少ないの 2

種類に分別 し、少ない量はリサイクルする。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状



3

木くず

②計画

0 t t

①現状

0 tt

0

木 くず

【目標】

廃プラスチック産業廃棄物 の種類

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

産業廃棄物 の種類 廃プラスチック

自ら再生利用 を行 つた

0

【前年度 (令和5 年度)実績】

(こ れまでに実施 した取組 )

自ら利用は行つていない。

産 業 廃 棄 物 の

(今後実施する予定の取組 )

今後も自ら利用を行 う計画はない。

自 ら再生利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5 年度)実績】

産業廃棄物 の種類 廃プラスチック 木 くず

自 ら熱 回収 を行 った
産 業 廃 棄 物 の 量

0 t 0 t

自ら中間処理によ り減量 した
0 t 0 t

①現状 産 業 廃 葉 物 の

(こ れまでに実施 した取組 )

実施 した取 り組みな し。

【目標】

産業廃棄物 の種類 廃プラスチック 木くず

自 ら熱 回 収 を 行 う
0 t 0 t

産 業 廃 棄 物 の

自ら中間処理によ り減量す る
0 t 0 t

②計画 産 業 廃 棄 物 の

(今後実施する予定の取組 )

実施する予定の取 り組みなし。



4

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

本 くず

①現状

廃プラスチック 木 くず

②計画

00 t t

0 t 0 t

産業廃 棄物 の種 類 廃プラスチック

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

又

海 洋 投 入 処分 を行 う

自 ら 埋 立 処 分 又 は
洋 投入 処分 を行 つた

(こ れまでに実施した取組 )

なし。

【前年度 (令和5 年度)実績】

(今後実施する予定の取組)

なし。

の 量

産 業 廃 棄 物 の

木くず

1,010

1,010

140

t 9 t

9t t

9 tt

①現状 0 t 0 t

00 t t

全 処 理 委 託 量 _

産業廃棄物 の種 類 廃プラスチック

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

良認定処理業者への

再生利用業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量

(こ れまでに実施した取組)

なし。

【前年度 (令和5 年度)実績】

処 理 委 託 量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行 う業者への

処 理 委 託



5

【目標】

廃プラスチック 木 くず産業廃 棄物 の種 類 _

950 t 9 t

950 t 9 t

0 t140 t

0 t0 t

0 t 0 t

全 処 理 委 託 量 _

②計画
(今後実施する予定の取組)

なし。

※事務処理欄



6

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の 6月 30日 までに提 出すること。

3 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、 日本標準産業分類の区分を記入すること。
(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度笑績)、 建設業の場合における元請

完成工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
(3)④欄には、章該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま
での一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量 と、自ら中間

処理を行 うことによつて減量 した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条 の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者ヘ

の焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び敗組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に 「別紙のと

お り」と記入 し、当該欄に記入すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入 し、当該欄に記入

すべき内容を記入 した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき

は、 「一」を記入すること。

7 ※欄は記入 しないこと。













































様式第二号の八 (第人条の四の五関係 )

(第 1面 )

提出者 全国農業協同組合連合会長崎旅不平

、       大村果寸 ■力

住 所  長崎県大村市富の原 2丁 目?ο 学

氏 名        工場長 中尾 嗅4ニ

(法人にあつては、第称及び代表者の氏石万

電話番号    0957-55-1111

廃秦物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成 したので、提出します。

産業廃棄物処理計画書

令和 6年 5月 39 日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

事 業 場 の 所 在 地

令和 6年 4月 1日 ん令和 7年 3月 81日

①事 業 の 種 類

②事 業 の 規―模

③従 業 員 数

月可添  図 廃棄物処理フローシー ト (現状) 参照

・
fうュ〔汁一

④産業廃棄物の一連

の処理の工程

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

(日 本産業規格 A列 4番 )



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

排  出  量 2, 371t t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

汚泥の脱水により排出量を抑制した。

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

排  出  量 2, 690t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

汚泥の脱水による排出量の抑制の実施。

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

工程毎に発生したものを、それぞれ分別・保管する。
別添 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

表 3産業廃棄物の種類別発生 。処理状況 (令和 5年度)参照

(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

特になし。
②計画



(第 3面 )

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら再生不1用 を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取組)

特になし

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中間処理により減量した

産業廃棄物の量
531t t

(こ れまでに実施 した取組)

汚泥の脱水により排出量を抑制した。

【目標】

産業廃棄物の種類 汚泥

自ら熱回収を行 う

産業廃棄物の量
t t

自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
560t t

(今後実施する予定の取組)

汚泥の脱水による排出量の抑制の実施

②計画



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた

産業廃棄物 の量

t

(こ れまでに実施した取組)

特になし

【目標】

産業廃棄物の種類

②計画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

t

(今後実施する予定の取組)

特になし

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

全 処 理 委 託 量 別紙のとお り t t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
t t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙のとおり t t

① 現状
認定熱回収業者への

処 理 委 託 量
t t

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量

t t

(こ れまでに実施した取組)

産業廃棄物処理委託先の現地確認

一　

　

　

一
　

一



(第 5面 )

②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとお り

全 処 理 委 託 量 別紙のとお り t t

t t

別紙のとお り t t

t t

t t

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物処理委託先の現地確認

※事務処理欄



(第 6面 )

備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに 1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

8 「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績)、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績)、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応 じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行 うに際して熱回収を行つた場合における熱回収を行つた産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行 うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第 6条の11第 2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の 3の 3第 1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が 3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入 し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



発生源 廃 棄 物

図 廃棄物処理フローシート(現状)

廃棄物処理の流れ 委託処理部分の範囲

ローシー

ロー シー

図1]

卜図4]

図2]

3]

11.Ot/

1,556.0

処 理 。処 分

再生利用(飼料)

再生利用(堆肥化)

再生利用 (原料)

破砕・埋立

再生利用(堆肥化)

再 生 利 用

再 生 利 用

焼 却 処 分

再生利用(堆肥化)

133t/年

11.Ot/年

t/年

28.Ot/年

.Ot/年

13.Ot/

14.Ot/

1,305.0

83.0

脱水汚泥汚泥脱水施設

(c)値物性残さ

(d)有機性汚泥

(goh)廃 プラ類

α)蛍光管

G)ガラスくず

(a.b)植物性残さ

(e)原料容器等

(f)木くず

13.Ot/年

0

14.0

28.0

果汁

」F水処理工程

品質管理工程

664.O t/年 133 t/年



(茶・コーヒー飲榊

(呆汁飲料 )

(v風州みかん)

(びわ)

紙くず

植物性残さ

紙くず 紙くず

金属くず

(空缶 )

茶粕・コーヒー粕

洗浄水

ビン類

廃プラ類

図1紙飲料製造フローシート

図2.原料用果汁製造フローシート

図3.」 F水処理フローシート

出

荷

製

品
倉
庫

箱

詰

め

充

填

冷

却

排水処理工程ヘ

殺

菌

調

合

調

合

抽

出

純

水

原料

原料

出荷

製品原料

冷凍庫

冷蔵庫

排水処理工程ヘ

ドラム詰

ドラム詰冷却

冷却

濃縮

殺菌

精製搾 汁

みかん搾汁粕

びわ搾汁粕

洗浄選 別原料

放流

脱水汚泥

消毒槽

汚泥脱水施設

沈澱槽濃縮槽曝気槽貯留槽原水槽排水

製品 (分析 )半製品 (分析 )原料 (分析 )品質管理 (QC) 試薬使用残

(試薬(試薬による分析 )

図4.品質管理フローシート

(試薬による分析 )



別 添

1.産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(1)責任者及び管理組織図

統括責任者
所  属

職・氏名

全国農業協同組合連合会長崎県本部大村果汁工場

工場長 中尾 真仁

廃棄物担当者

組 織 名 業務グループ

職・氏名 業務グループリーダー 中尾 真仁

組織人数  5名

役

害1

工場環境管理委員会

○廃棄物処理に関する検討

廃棄物の発生抑制。再生利用・中間処理・適正処理の推進・計画的

な廃棄物の管理運営を行う上で必要な事項を検討する。

・委員長―工場長  ・委員一関連部署GL・審査役・副審査役・調査役

・事務局―業務グループ

廃棄物処理統括責任者

○廃棄物処理方針策定

○工場の産業廃棄物管理規定の策定。改廃

○廃棄物処理に関する各種事項の決定・承認

廃棄物管理担当者

○廃棄物処理計画の作成

○廃棄物管理状況の把握と改善策の検討

○産業廃棄物処理施設の運転・維持管理状況の把握

○処理業者・再生利用業者の調査・選定及び管理

〇委託契約の締結

○産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物管理票の交付・管理

○監督官庁への各種報告

○従業員。関連会社に対する教育・啓発

○その他関係する事項

廃棄物管理組織

工場長(廃棄物処理統括責任者)

工場環境管理委員会

廃棄物処理

担当者

品質管理グループ

廃棄物管理

責任者

業務グループ 製造グループ

産業廃棄物
処理責任者
技術管理者

廃棄物処理

担当者

各生産ライン



(2)管理体制の強化

①管理体制(組織)

工場内の各部署と協力して、廃棄物処理に対応するための横断的な組織(大村果汁工場環境管

理委員会)を設置する。この組織には、工場長の常時参加及び品質管理部門の参画を図る。

②管理方法

廃棄物管理規定及び廃棄物化回避のための製品設計規定の作成について検討する。

(3)教育。研修

発生する廃棄物の種類・発生状況・処理方法・処理に関する留意事項を整理し、従業員に定期

的に教育。研修等を行う。

O管理職環境管理研修

調査役以上の職員を対象として、工場等において発生する産業廃棄物の管理、工場等において

排出される排ガスや排水の管理に係る法制度について、改正が行われる毎に実施する研修制度

O廃棄物処理基礎研修

全ての従業員及び関係業者を対象として、廃棄物関係法令・関係官庁の指導方針を周知・徹底

するための教育・研修制度

O廃棄物担当者実務研修

各製造ラインにおける廃棄物担当者を対象として、廃棄物の取扱いの実務研修制度

(4)情報公開

廃棄物処理に関する信頼性を確保するため、廃棄物の発生・分別。再生利用状況について情報

の公開に努める。

2.廃棄物の処理に関する事項

(排出の抑制。分別。再生利用に関する事項を含む)

(1)基本的事項

①産業廃棄物の適正処理を確保するため、関連する法令、その他の規則を遵守するとともに行政

の環境対策に協力する。

②発生した産業廃棄物は自ら処理する事を原則とし、処理業者に委託する場合であっても、収集

運搬から処分に至るまで確認し的確に管理する。

③最終処分量の削減。再生利用量の拡大等について数値目標及びその達成時期を定め実施する。

また、これら処理に関する目標及び計画は、定期的に必要な見直しを行う。

④廃葉物の処理について次に掲げる事項を実施し、また関連会社にも必要な指導を行う。

発生抑制     。工程内リサイクルを推進する。

・発生抑制を考慮した製造方法を検討する。

再生利用     ・資源化、燃料利用を推進する。

・再生利用ルートを確保する。

中間処理     ・脱水処理効率の向上等による中間処理を推進する。

その他      ・処理内容を確認し、処理業者と適正な委託契約を締結する。

・特別管理産業廃棄物の適正処理を確保する。

一　

　

　

一　

一
一

一
　

　

一
　

　

一
　

〓



(2)廃棄物処理の現状

①当工場から発生する産業廃棄物は、原料用果汁の搾汁に伴い発生する植物性残澄のみかん搾汁粕、

びわ搾汁粕、清涼飲料水の製造過程で発生する植物性残澄の茶粕・コーヒー粕と排水処理工程からの

汚泥 (有機性汚泥)等である。

これらの発生量は2,371t/年であり、そのうち植物性残澄が1,570t/年 (66%)、 汚泥が664t(28%)

を占めている。この他木・紙くず、廃プラ類、ガラスくず合計で137t(6%)発 生している。

当工場から委託処理される産業廃棄物は再生利用が1,827t(飼 料1,305t、 堆肥化398t、 原料124t)、

焼却・埋立処分等13tである。

表2.産業廃棄物処理の内訳(令和5年度実績)

再生利用量 中間処理量 中間処理後残さ 最終処分量

1,827t 531t 133 t Ot

②産業廃棄物の種類別発生・処理状況・廃棄物処理フローシート、廃棄物処理施設の設置状況、

産業廃棄物の種類別性状の説明、産業廃棄物処理の課題は以下のとおり。



表3産業廃棄物の種類別発生。処理状況(令和5年度実績)

廃棄物の種類

発生源

[
フロー

シート図 〕
性状

(基準量)

t/年

[ 4斉虜秒ヒ ]

処理方法(現状の工程)

―凡例一

(中):中 間処理

○ :自 己処理

(最):最終処分

● :委託処理

植

物

性

残

さ

(a)茶粕

(b)コ ーヒー

米自

紙飲料工程

図1

紙飲料工程

図1

原料果汁工程

図2

生粕状

生粕状

生皮状

14

[ 10/0 ]

茶粕を堆肥化 0

コーヒー粕を堆肥化●

再生利用(堆肥化)0(

再生利用(飼料)0(

251  t/年 )

1,305t/年 )

0

[ 0% ]

(c)原料用搾
汁粕

1,556

[   660/0  ]

汚
泥

(d)有機性汚
泥

排水処理工程

図 3
泥状

664

280/0[ ]

汚泥を脱水 (中)O

664t/年  ⇒  133 t(脱 水後)

有機性汚泥を再生利用(堆肥化)(中 )●

紙
く
ず

(e)紙容器

紙飲料工程

図1 固体

28

[ 10/0 ]

再生利用(売却)

木
く
ず

①ノ＼レット石皮
損

工場全体

固体状

13.0

[  0,5%  ]

破砕 (中)0

イ
プ

ラ

類

(g)シャー レ

(h)プラスチッ
ク類

微生物検査

紙飲料工程

図1

固体状

固体状

2

[  0,00/o  ]

83

E   4%   ]

シャーレを焼却(中)0

香料等の使用済みプラ容器を焼却後

原料として再利用●

ガ

ず蛋
く

(i)ビン類 紙飲料工程

図1

固体状 11

[  0,40/0  ]

香料等の使用済みビンを破砕(中)0

合  計

2,371

[  1000/o  ]



表4産業廃棄物の種類別性状の説明

表5産業廃棄物処理の課題

(3)目 標の設定

排出量が多い植物性残さについては、スクリュープレスによる排出量の抑制が可能であることから

産廃の減量を検討している。

(a)茶粕 茶飲料製造時の抽出後に発生する植物性残さである。

(b)コ
‐―ヒー米白 コーヒー飲料製造時の抽出後に発生する植物性残さである。

⑥原料用搾汁粕 原料用果汁の製造時にみかん及びびわを搾汁した後に発生する植物性残さである。

(d)汚泥 工場内で発生した排水を処理する際に発生する汚泥を脱水処理したものである。

(e)紙容器 原材料等の容器で再生紙・熱回収等になる。

①パレント破損 パレット等の破損時に発生する木屑で`、再生利用・再生紙原料となる。

(g)シ ャー レ 製品の微生物検査に使用したプラスチックシャーレである。

(h)プラスチック類 原材料使用後に発生したプラスチック容器類である。

(i)ビン類 製品の製造に使用した香料等の使用済ガラス容器類およびリンク瓶製品の

飲用後の回収空瓶である。

発生抑制 みかんの搾汁量が年々減少することにより発生の抑制を図る。

しかし、生産状況 (表・裏)や市況により搾汁量が大きく変わる要因あり。

再生利用 ①再利用可能な原材料容器の導入

②植物性残さについては、水分量の調整を行うことで再生利用の推進を行う。

中間処理 発生量の多い植物性残さについては、水分量の調整(脱水・乾向 機械の導入に

より排出量の抑制を図る。

その他 委託業者との処理方法についての情報交換を行うことにより効率化を図る。



(4)産業廃棄物処理施設の設置状況

当該工場における産業廃棄物処理施設の設置状況を表6に示す。現在汚泥の脱水施設は有機性

汚泥の脱水施設が1施設である。

表6産業廃棄物処理施設の設置状況

注)廃棄物処理フローシート(図 5)の汚泥脱水施設の更新

(5)廃棄物の処理に係る情報の収集。管理

定期的に廃棄物関係法令や廃棄物処理技術について情報を収集及び取り纏めを行い、

各従業員に提供する。

(6)中長期的課題

①環境管理・監査システムの導入構築

IS022000システムを参考に工場での管理・監査システムを構築

②自主管理基準の設定

工場における自主的な管理基準を設定し、環境管理レベアレの向上を図る。

③環境に係る社会活動への積極的な参加

環境に配慮した製品等の開発など環境イベントの参加・協力を積極的に進める。

施設名
処理対象

産業廃棄物
処理方法

処理能力

(脱水前)

設置年月日 設置場所

汚泥の脱水施設 1 汚 泥 多重円盤方式 33t/日 H.24.10.5 工場内



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

令和６年 ６月 ２９日  

 

長崎県知事 大石 賢吾 殿 

 

提出者                   

住 所 長崎県諫早市津久葉町1883-43 

氏 名 ｿﾆｰｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱       

    長崎ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ 

  長崎TEC長 石川 良光 

電話番号 0957-22-7111  

           

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称 
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱  

長崎テクノロジーセンター 

事 業 場 の 所 在 地  長崎県諫早市津久葉町1883-43 

計 画 期 間 2023年4月1日～2024年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
①事 業 の 種 類 半導体素子製造業 

②事 業 の 規 模 ウェーハ生産枚数：120万枚 

③従 業 員 数 5,000名 

④産業廃棄物の一連

の処理の工程 
別紙－１ 参照 

(日本産業規格 Ａ列４番) 

 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

別紙－ ２ 参照 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】       

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

排 出 量 別紙－３参照 ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

別紙－３参照 

 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

排 出 量 別紙－３参照 ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

別紙－３参照 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・大きくは９種類(汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラ、金属屑、

ガラス屑、木屑、水銀使用製品産業廃棄物)に分別し、固形物につ

いては、更に薬品等付着の有無により細かく分別を行っている。 

・製造ラインから排出される廃液については、廃液の特性を活かした

社内での有効利用を図るために、廃液系統の細分化を行っている 

②計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

・産業廃棄物として排出している物について、有価物化を図って 

いくために、市場のニーズにあった分別を調査し検討していく。 

《有価売却可能な物質の単独回収》 

 

 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙－３参照 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

別紙－３参照 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙－３参照 

 

②計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
別紙－３参照 ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

別紙－３参照 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

別紙－３参照 ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

別紙－３参照 

 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙－３参照  

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

別紙－３参照 ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

別紙－３参照 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（令和５年度）実績】  

産業廃棄物の種類 別紙－４参照  

全 処 理 委 託 量 別紙－４参照 ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙－４参照 ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

別紙－４参照 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙－４参照  

全 処 理 委 託 量 別紙－４参照 ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
別紙－４参照 ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

別紙－４参照 ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

別紙－４参照 

 

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙-１ 廃棄物処理フロー（第一事業所）

発生源 廃棄物分類

排水処理設備

純水製造設備

一般可燃ごみ

ガラスくず

無機性汚泥

感染性廃棄物

事務所

診療所

処 理 ・ 処 分

無機性汚泥汚泥脱水施設

廃蛍光灯

排水

金属くず

純水

セメント原料

焼却施設 燃え殻（残渣） 埋立処分（管理型）

破砕・分別施設 金属回収

破砕・蒸留施設 水銀・ガラス・金属回収

焼却施設 燃え殻（残渣） 路盤材化

焼却施設 燃え殻（残渣） 埋立処分（管理型）

廃棄物処理の流れ 委託処理範囲

溶融処理

廃油

廃酸

廃アルカリ 焼却施設

焼却施設

燃料化

※助燃剤

中和処理
※中和処理後の汚泥

※カロリー抑制剤

洗浄液に利用 ※有価物

製造工程 破砕・分別施設 プラスチック原料

プラスチック原料化 ※有価物
焼却施設 ※助燃剤

廃プラスチック

原料化 ※有価物

埋立処分

下水処理水再利用設備 有機性汚泥 有機性汚泥汚泥脱水施設 堆肥化



発生源 廃棄物分類

排水処理設備

純水製造設備

一般可燃ごみ

ガラスくず

無機性汚泥

事務所

処 理 ・ 処 分

無機性汚泥汚泥脱水施設

廃蛍光灯

排水

金属くず

廃プラスチック

純水

セメント原料

破砕・分別施設

焼却施設 燃え殻（残渣） 埋立処分（管理型）

破砕・分別施設 金属回収

プラスチック原料

破砕・蒸留施設 水銀・ガラス・金属回収

焼却施設

焼却施設 燃え殻（残渣） 路盤材化

廃油

燃料化

排気設備 廃油（IPA）

※排気中のIPA成分回収

溶融処理

※助燃剤

廃棄物処理の流れ 委託処理範囲

プラスチック原料化 ※有価物
焼却施設 ※助燃剤

廃酸 原料化 ※有価物

別紙-１ 廃棄物処理フロー（第二事業所）

製造工程

中和処理
※中和処理後の汚泥

廃アルカリ 焼却施設 ※カロリー抑制剤

洗浄液に利用 ※有価物

埋立処分



法定管理者

内部環境監査員SCK環境会議

⻑崎TEC
環境会議

⿅児島

環境推進ブロック

事務局︓ EHS企画推進部 ⻑崎安全環境課
TEC-EMS推進責任者︓TEC⻑

PM︓ EHS企画推進部⻑

事務局︓ EHS企画推進部 安全環境課

議⻑︓TEC⻑

⼭形 ⼤分⽩⽯
蔵王

熊本⿅児島 ⼭形 ⼤分⽩⽯
蔵王

熊本⻑崎TEC
GM2025
推進PJ

GM2025推進ＰＪ

PM︓製造部⾨⻑
事務局︓ EHS企画推進部 ⻑崎安全環境課
【活動内容】
①GHG（温室効果ガス）排出量削減
②廃棄物排出量削減
③⽔使⽤量削減
④VOC（揮発性有機化合物）排出量削減

EMS推進責任者︓EHS企画推進部⻑

議⻑︓代表取締役

事務局︓EHS企画推進部 安全環境課

別紙ー２

・公害防⽌統括者および代理者
・公害防⽌管理者および代理者(⼤気)
・公害防⽌管理者および代理者(⽔質)
・⽔質管理責任者
・特別管理廃棄物管理責任者

寺井 光彦
・エネルギー管理者

SSEMSSEM東浦 東浦



別紙-３

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

廃油 ｔ 2,264.7 2,578.5 0 0 0 0 0 0 0 0

廃酸 ｔ 80.9 92.1 0 0 0 0 0 0 0 0

廃アルカリ ｔ 292.2 332.7 0 0 0 0 0 0 0 0

汚泥 ｔ 425,740.3 484,740.2 0 0 0 0 414,755.3 472,232.9 0 0

廃プラスチック ｔ 630.4 717.7 0 0 0 0 0 0 0 0

金属くず ｔ 43.6 49.6 0 0 0 0 0 0 0 0

ガラス陶磁器くず ｔ 88.5 100.8 0 0 0 0 0 0 0 0

木くず ｔ 4.5 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0

水銀使用製品産業廃棄物 ｔ 1.4 1.6

合　計 ｔ 429,146.4 488,618.3 0 0 0 0 414755.3 472232.9 0 0

・廃油、廃酸、廃アル
カリについては社内で
有効利用し、社外へ
の排出を抑制してい
る。
・汚泥剥離剤導入に
よる汚泥削減。
・環境マネジメントシス
テムに基づく改善活
動において、薬品等
の投入量削減などを
行い、排出量の抑制
を図っている。

・薬品等の投入量削
減を継続し実施してい
く。
・産業廃棄物から有
価物への移行を継続
して検討していく。
・廃液処理先の変更
による廃液削減。 ― ― ― ― ― ― ― ―

自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行った産業廃棄物の量

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物の量

単
位

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項
自ら行う産業廃棄物の埋立処分
又は海洋投入処分に関する事項

産業廃棄物
の種類

排出量
自ら再生利用を行った

産業廃棄物の量

取組み内容

産業廃棄物の排出の
抑制に関する事項

自ら行う産業廃棄物の
再生利用に関する事項



別紙-４

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

現状（実績）
2023年度

計画（目標）
2024年度

廃油 ｔ 2,264.7 2,578.5 2260.4 2573.6 2,264.7 2,578.5 0.0 0.0 2,260.4 2,573.6

廃酸 ｔ 80.9 92.1 4.4 5.0 76.5 87.1 0.0 0.0 0.0 0.0

廃アルカリ ｔ 292.2 332.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

汚泥 ｔ 10,985.0 12,507.3 6,588.0 7,500.9 6,679.7 7,605.4 0.0 0.0 0.0 0.0

廃プラスチック ｔ 630.4 717.7 0.0 0.0 48.0 54.6 0.0 0.0 582.4 663.1

金属くず ｔ 43.6 49.6 0.0 0.0 43.6 49.6 0.0 0.0 0.0 0.0

ガラス陶磁器くず ｔ 88.5 100.8 0.0 0.0 0.017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

木くず ｔ 4.5 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.1

水銀使用製品産業廃棄物 ｔ 1.4 1.6 0.0 0.0 1.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0

合　計 ｔ 14,391.1 16,385.4 8,852.7 10,079.5 9,113.9 10,376.9 0.0 0.0 2,847.2 3,241.7

単
位

産業廃棄物
の種類

全処理委託量
優良認定処理業者
への処理委託量

取組み内容

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【2023年度に実施した取組み】

・全委託量の80%以上を再生または熱回収として利用できている。

【2024年度に予定している取組み】

・再生または熱回収業者への委託を継続して実施していく。
・産業廃棄物から有価物への移行を継続して検討していく。

認定熱回収業者以外の熱回収
を行う業者への処理委託量

再生利用業者
への処理委託量

認定熱回収業者
への処理委託量



様式第二号の人 (第人条の四の王関係)

(第 1面)

産業廃棄物処理計画書

R6年 6月 6日

長崎県知事 大石 賢吾 殿

提出者

住所 長崎県諫早市小野島町 1500番地

氏名 大起建設株式会社

代表取締役  宅島 壽晴

電話番号 0957-22-6245

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 大起建設株式会社

事 業 場 の 所 在 地 長崎県諫早市小野島町 1500番地

計 画 期 間 令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

当該事業場において現に行つている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 06 総合建設業

②事 業 の 規 模 完成工事高 829,786千円

③従 業 員 数 46名

④産業廃棄物の一連
の処理の工程

工事現場 → 収集運搬業者又は自社運搬 → 処理業者

(日 本産業規格 A列 4

ノイh

,

(

判■ド
ゴ



(第 2面 )

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図)

代表取締役

工事部 (工事部長) 管理部

(産廃処理記録文書管理)

工事部 (現場代理人)

(各現場毎に管理)

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 別紙のとおり

排   出  量 別紙のとおり 別紙のとお り

施工計画時に廃棄物の減量化を検討する。

(これまでに実施した取綱

【目標】

産業廃葉物の種類 別紙のとおり 別紙のとお り

排   出  量 別紙のとおり 別紙のとおり

産業廃葉物の排出の抑制に関する事項

(今後実施する予定の取紛

継続して施工計画時に廃棄物減量化を検討する。

①現状
(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

Co殻、As殻、建設汚泥、廃プラ等
廃棄物毎に一時保管場所を設定する。

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画
(今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組)

Co殻、As殻、建設汚泥、廃プラ等
継続して廃棄物毎に一時保管場所を設定する。



(第 3面)

自ら行 う産業廃棄物の再生利用に関する事項

I前年度 (令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類 無 し

自ら再生利用を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
(こ れまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類 無 し

自ら再生利用を行う

産業廃葉物の量
t t

②計画
(今後実施する予定の取鰯

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 無 し

自ら熱回収を行つた

産業廃棄物の量
t t

① 現状
自ら中問処理により減量した

t t
産 業 棄物 の量

(これまでに実施した取綱

【目標】

産業廃棄物の種類 無 し

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量
t t

②計画
自ら中間処理により減量する

産業廃棄物の量
t t

(今後実施する予定の取組)



自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 無 し

① 現状

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた t t

産 業 物 の量

(これまでに実施した取組)

【目標】

産業廃棄物の種類 無 し

②計画

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物 の量

t t

(今後実施する予定の取組)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 (令和5年度)実績】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

全 処 理 委 託 量 別紙のとおり t

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量
別紙のとおり t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
別紙のとお り t

① 現状 認定熱回収業者への処 理 委 託 量 Ot t

認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量
Ot t

(これまでに実施した取組)

収集運搬および処理め委託契約を結び、マニフェスト伝票にて管理する。

(第 4面)

(第 5面)



②計画

【目標】

産業廃棄物の種類 別紙のとおり

全 処 理 委 託 量 別紙のとおり t

別紙のとおり t

別紙のとおり t

Ot t

Ot t

(今後実施する予定の取組)

継続して収集運搬および処理の委託契約を結び、ヤニフェスト伝票

および電子マニフェストにて管理を行う。

※事務処理欄



産業廃棄物処理計画 (令和5年度)

令和5年度実績

令和6年度計画

廃棄物の種類 コンクリー ト殻 アスコン殻 その他がれき類
ガラスくず

陶器くず
廃フ

°
ラスチック類

排出量 431.lt 4:338,Ot 1,924t 9t 3.1l t

廃棄物の種類 金属くず 本くず 紙くず 建設汚泥 混合廃棄物

排出量 0。 791t 38。 13t 0。 81t 3.74t 22.558t

合計 4,849。 163t

廃棄物の種類 コンクリー ト殻 アスコン殻 その他がれき類
ガラスくず

陶器くず
廃フ

°
ラスチック類

排出量 400 t 4,000 t 2t 2t 2t

廃棄物の種類 金属くず 木くず 紙くず 建設汚泥 混合廃棄物

排出量 Ot 20 t lt 3t 10t

合計 4,440t



















様式第二号の八 (第八条の四の五関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画書

令和6年 6月 6日

長崎県知事    殿

提出者

住所

氏名

長崎県長崎市若車町4番 32号エスポワール若草

大東建託株式会社  長崎 支店

支店長  水鳥川 雄士

(法 人にあっては、名称及び代表者の氏名)

095-840-0122電話番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第 9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事 業 場 の 名 称 大東建託株式会社  長崎支店

事 業 場 の 所 在 地 長崎県長崎市若草町4番 32号エスポワール若草

計 画 期 間 令和 6年 4月 1日  から 令和 7年 3月 31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事 業 の 種 類 D06 総合工事業

②事 業 の 規 模 3,246 百万円 (前年度完工高)

業 員 数 65  ノ、

の一連

汚泥   → 脱水・調質改良 → 改良土として再生利用又は埋立

がれき類 → 破砕 → 再生砕石として再生利用

廃フ
°
ラスチック→ 破砕、圧縮梱包 → 原料、燃料として再生利用

→ 埋立

金属くず → 切断、破砕 → 原料として再利用の処理の工程
くず  → 圧縮梱包 → 製紙原料等として再生利用
くず  → 破砕 → チッフ

°・燃料等として再生利用
ラスくず、ヨンクリートくず及び陶磁器くず → 破砕 → 再利用または埋立

(日 本工業規格 A列 4番 )

ill・
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2

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

汚 泥

汚 泥

状

②計画

る の

産業廃棄物の種類

【目標】

産業廃棄物の種類

廃プラスチック

廃プラスチック

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

t

で に

t

417.2 t

358.6   t

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

・電子マニフェス トの導入。
・古紙のゼロエミッションの取 り組み。
・協力業者へ分別の指導・教育を実施。
・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。
・広域認定での再資源化促進。
・端材の有効利用による処分量削減。

排   出  量

・古紙のゼロエミッションの取 り組み。
・協力業者へ分別の指導・教育を実施。
・解体現場に於ける金属くずの産廃処理量を削減する。
・広域認定での再資源化促進。
・端材の有効利用による処分量削減。
・工場生産によるパネル化で現場加工を削減。

排   出  量

ラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実施。

、紙くず、廃プラスチック、石膏ボー ド、金属くずの分別を各現場にて実施。

画

男l とこ る

木くず、紙く 、 廃

木 く

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

ゝ

の

・分別推進看板の現場掲示。
。現場での作業員への直接指導。

・分別推進看板の現場掲示。
。現場での作業員への直接指導。
・狭小現場での分別の仕組をつくる。



(第 2面)-2

【前年度 ( 令和 5年 度)実績】

繊維くず 金属くず産業廃棄物の種類 紙くず 木くず

2.8 t 51.O t排  出  量 20,6 t 934.2   t

【目標】

繊維くず 金属くず産業廃棄物の種類 紙くず 木くず

2.4 t t4 3. 8排  出  量 17,7 t 802.8  t

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項



(第 2面)-3

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

刀 フス く丁 、 コ ンク
1)― 卜ぐず 帝 rド I`伽 移

石膏ボー ド がれき類 コンクリー ト破片産業廃棄物の種類

排  出  量 t1 5 7 0 104.9  t t5 97 9 1,191,l t

【目標】

刀 フス くア 、 コ ンク
I)― 卜くず 形 rド陶移

石膏ボード がれき類 コンクリー ト破片産業廃棄物の種類

排  出  量 134,9 t 90.l t t5 l 3. 8 1,023.6 t

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項



(第 2面)-4

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

/ス フ アル ト・ コ ン
ク I)― 卜石府卜子

【ね締 酵々ヨ】刀フス
ぐず、ヨンク 1〕 ― ト

【イ
=lね

吊冨桐】魔 ノフ
スチ ック

【イョ綿営石】がイとき
類産業廃棄物の種類

排  出  量 150.2 t t 0.4 t 20.O t

【目標】
/ス フアル ト・ コン

クキ)― 卜石ウト辛
【ツEl締富イヨ】刀 フス

ぐず、 コンク I)― ト
【イヨ臆 有 」屍 ンフ

スチ ック
【ね綿奮石】がれ き

類産業廃棄物の種類

排   出  量 129.l t t 0.3 t 17 2 t

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項



(第 2面)-4

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

【石綿含有】紙くず 混合 (安定型) 混合 (管理型)
水銀便用製品産乗廃

棄物 (蛍光管 )
産業廃棄物の種類

tt t t排  出  量

【目標】

【石綿含有】紙くず 混合 (安定型) 混合 (管理型)
アlく銀使用製品産莱廃

棄物 (蛍光管 )
産業廃棄物の種類

tt t t排  出  量

業廃棄物の排出の抑制に関する事項



(第 2面)-4

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

廃石綿産業廃棄物の種類

t tt t排   出  量

【目標】

廃石綿産業廃棄物の種類

t t排   出  量 t t

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項



3

②計画

t t

t t

る の

産業廃棄物の種類

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

で

【前年度 ( 令和  5年 度)実績】

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行 う産業廃棄物の中間処理に関する事項

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

t t

①現状
で に し

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の量

t t

画

予 の



(第 4面 )

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

①現状
で に

【目標】

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

t t

②計画
る の

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

産業廃棄物の種類 汚 泥 廃プラスチック

全 処 理 委 託 量 0.O  t 417.2  t

優良認定処理業者
への処理委託量

0.0 t 20.2 t

再生利用業者への

処 理 委 託 量
0.O  t 192.O t

認定熱回収業者
への処理委託量

0.O t 0,O  t

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量
0,O  t 0.O  t

で

・木くず、紙くず、廃プラスチック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実施。
・分別推進看板の現場掲示。
・現場での作業員への直接指導。



4 -2

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

t tt t

tt t t

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 ( 令和 5年 度)実績】

516.4  t 2.8 t 3.5 t20.6 t

417.8 t 0,O t 47.5   t0,O t

0.O t 0.O t0.O t 0.O t

0.O t 0,O t0.O t 0.O t

全 処 理 委 託 量

金属くず木くず 繊維くず

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

産業廃棄物の種類 紙くず

20.6 t 51.O t934.2  t 2.8 t

【前年度 ( 令和 5年 度)実績】

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者

への処理委託量



4 -3

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

一 t

― t

t tt

tt t

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

0.0 t

157.O t

468.9  t0.O t 27.2 t 0.O t

76.7 t 0.O t 722.2   t0.O t

0.O t 0.O t0.O t

0.O t 0.O t0.O t 0.O t

I
産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

コンクリー ト破片がれき類石膏ボード

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行 う業者
への処理委託量

1,191.l t597.9  t104.9  t

【前年度 ( 令和 5年度)実績】



4 -4

自ら行 う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

― t

一 t

t tt

tt t

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 ( 令和 5年 度)実績】

0.0 t

20.O t150.2 t 0.O t 0.4 t

0,O t 0.O t44.O  t

0.O t 0.O t 0.O t106.3 t

0.O t 0.O t0.O t 0,O t

0.O t 0,O t0.O t 0.O t

1
産業廃棄物の種類

全 処 理 委 託 量

ア

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

【前年度 ( 令和 5年度)実績】

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行 う業者

への処理委託量



4 -4

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

― t

一 t

t t

tt t

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

t

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 ( 令和  5年 度)実績】

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0,00.0

0,0

tt

t

0.O t0.O t

0.O t0.O t 0.O t 0.O t

0.O t 0.O t

0.O t 0.O t 0,O t0.O t

0.O t 0.O t0.O t

産業廃棄物の種類 【石綿含有】紙くず

全 処 理 委 託 量

混合 (安定型) 混合 (管理型)

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行 う業者
への処理委託量

0.O t 0.O t

【前年度 ( 令和 5年度)実績】
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自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

― t ― t― t

一 t一 t ― t ― t

t

【目標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度 ( 令和 5年 度)実績】

0.00,0 tt

0.O t 0.O t0.O t 0.O t

0,O t0.O t 0.O t 0.O t

0.O t0.O t 0.O t 0.O t

0,O t 0.O t

0.O t 0,O t 0.O t0.O t

産業廃棄物の種類 廃石綿

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への

処 理 委 託 量

認定熱回収業者
への処理委託量

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
への処理委託量

【前年度 ( 令和 5年度)実績】



5

【目標】

産業廃棄物の種類 汚 泥 廃プラスチック

t t

0.0 t t

0.0 t 165.O t

0.O t 0.O  t

t

全 処 理 委 託 量

0.O t
②計画

・木くず、紙くず、廃プラステック、石膏ボード、金属くずの分別を各現場にて実
施。
・分別推進看板の現場掲示。
・現場での作業員への直接指導。
・現場作業、現場加工の削減。

(今後実施する予定の取組)

※事務処理欄
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【目標】

金属くず紙くず 木くず 繊維くず産業廃棄物の種類

4 3. 8 t17.7 t 802.8  t 2.4 t

3.O t17.7 t 448.8  t 2.4 t

40.8  t0.O t t 0,O t

0.O t 0.O t t0.O t

t 0.O t t

全 処 理 委 託 量

0.O t
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【目標】

がれき類 コンクリー ト破片産業廃棄物の種類 1)― 卜くず 飛ぶ i'旬 磁
刀 フ ス く つ 、 コ ン ク

石膏ポー ド

1,023.6 t1 3 4. 9 t 90.l t 5 l 3. 8 t

402.9  tt 23.4  t 0.O t

620.7   t0.O t t9 0,O t

0.O t0.O t 0,O t 0.O t

0,O t 0. 0 t 0.O t

全 処 理 委 託 量

0.O t
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【目標】
【イヨ綿言 石 」刀 フス

てず 、 コ ンク 1)― ト
【411｀吊

~百‐
名 」廃 ンフ

スチ ック
【わ綿宮石】がれき

類産業廃棄物の種類
アスファル ト・ コン

ク I)― 卜破 片

0.O t 0.3 t 17.2 t129. l   t

0.O t 0.O t87.8 t 0.O t

0.O t 0.O t91.3 t 0.O t

0,O t 0.O t0.O t 0.O t

0. 0 t0.O t t 0.O t

全 処 理 委 託 量



5 -4

【目標】

混合 (安定型) 混合 (管理型)
フl(吸lR用 毅舶庫未魔

棄物 (蛍斗管 )
産業廃棄物の種類 【石綿含有】紙くず

0.O t 0,O t t0.O t

0.O t 0.O t0,O t 0.O t

0,O t 0.O tt 0.O t

0.O t0.O t 0.O t t

0.O t0.O t 0.O t t

全 処 理 委 託 量



5 -4

【目標】

0産業廃棄物の種類 廃石綿 0

0.O t t0.O t 0.O t

t0,O t 0.O t 0.O t

t0.O t 0. 0 t 0.O t

0.O t0.O t t 0.O t

t t 0.O t

全 処 理 委 託 量

0.O t
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備考

1 前年度の産業廃棄物の発生量が1,000ト ン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2 当該年度の6月 30日 までに提出すること。

3「当該事業場において現に行つている事業に関する事項」の欄は、以下に従つて記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額 (前年度実績 )、 建設業の場合における元請完成

工事高 (前年度実績 )、 医療機関の場合における病床数 (前年度末時点)等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程 (当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。)を記入すること。

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによつて減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条のH第2号に該当する者)への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の 3第1項の認定を受けた者)であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行つている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、日標及び取組を記入すること。

6 それぞれの欄に記入すべき事項の企てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。

7 ※欄は記入しないこと。



産業廃棄物処理計画内訳

03

172

00

00

00

00

00

3,134,3

3586

177

8028

24

438

1349

901

5138

1,0236

1291

00

③直接委託及び
自己処理後委託

処分量

00

0.0

⑦自己中間処理
後自己埋立処分
又は海洋投入量

0,0

⑥自己中間処理
後再生利用量

0.0

⑤自己中間処理
残さ量

0.0

④自己中間処理
皇

00

③自己直接埋立
処分又は海洋投

入量

0,0

②自己直接再生
利用

172

00

00

00

00

00

3,1343

3586

177

8028

24

438

1349

90,1

5138

1,0236

1291

00

0,3

①産業廃棄物発
生量

00

00

3,647.3

1049

5979

1,1911

1502

OC

04

20。C

00

00

00

00

前年度の産業廃
棄物発生量

OC

4172

20C

9342

28

510

1570

合計

コンクリート破片

アスフアルト・コンクリート破片

【石綿含有】ガラスくず、コンクリート(ず及び陶磁器くず

【石綿含有】廃プラスチック

【石綿含有】がれき類

【石綿含有】紙くず

混合 (安定型 )

混合 (管理型 )

水銀使用製品産業廃棄物 (蛍光管)

廃石綿

廃棄物の種類

汚泥

廃プラスチック

紙くず

木くず

繊維くず

金属〈ず

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

石青ボード

がれき類



産業廃棄物処理計画書

事業場の名称 大束建託株式会社 長崎支店

事業場の所在地 長崎県長崎市若草町4番 32号エスポワール若草

①当該事業場におけ
る事業の概要

別添のとお り

②計画期間 令和 6年 4月 1日 か ら 令和 7年 3月 31日

③産業廃棄物の処理
に係る管理体制に関
する事項

別添 「特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報告書」
のとおり

④産業廃棄物の排出
の抑制に関する事項

別添 「特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報告書」
のとおり

⑤産業廃棄物の分別
に関する事項

別添 「特定排出事業者の産業廃棄物適工処理報告書」
のとおり

⑥産業廃棄物の再生
利用に関する事項

別添 「特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報告書」
のとおり

⑦産業廃棄物の処理
に関する事項

別添 「特定排出事業者の産業廃棄物適正処理報告書」
のとおり

備考
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